
 

 

 

 

 

 「畑作物の直接支払交付金（国費）」と「露地野菜生産拡大事業（市・ＪＡ費）」の対

象作物について，事業概要を参照いただき，交付要件を満たし，畑地で対象作物の作

付計画がある場合は「令和８年度畑地の営農計画書」を提出してください。 

 

１ 対象事業 

 ⑴ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ）【国費】 

  ① 対象作物  麦・大豆・そば・なたね（搾油用） 

  ② 対象者   認定農業者・集落営農・認定新規就農者 

 

⑵ 露地野菜生産拡大事業【市・ＪＡ費】 

① 対象作物  たまねぎ・かんしょ 

② 対象者   認定農業者・集落営農・認定新規就農者 

及び「地域計画」登載者が所属する対象 

作物の機械共同利用組織の構成員 

 

２ 提出物 

 令和８年度畑地の営農計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 提出期限等 

⑴  提出期限 

   令和８年３月３１日（火） 

 ⑵ 提出方法 

   水田の営農計画書と併せて，提出してください。 

 

 

 
宇都宮市農業再生協議会事務局 

（宇都宮市経済部農林生産流通課内） 

ＴＥＬ ６３２－２４５８ 

ＦＡＸ ６３９－０６１８ 

≪注意事項≫ 

① 交付要件（事業概要）に該当しない場合は，提出不要です。 

② 「水田の営農計画書」に記載されている水田は，「畑地の営農計画書」に記

載しないでください。 

③ 「畑地の営農計画書」は，地主ではなく作物の耕作・販売者が提出してく

ださい。 

令和８年度 畑地の営農計画書の提出について 

【該当がある場合のみ提出】 


